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○杵築市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則 

平成24年９月27日規則第32号 

改正 

平成27年３月30日規則第15号 

平成27年12月28日規則第38号 

杵築市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則 

杵築市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（平成17年杵築市規則第64号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杵築市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（平成24年杵築市条例第27

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（受給資格の登録） 

第２条 条例第５条第１項の規定によりひとり親家庭等医療費の受給資格の登録を受けようとする

者は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録（更新）申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

(１) 健康保険証 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（受給資格者証の交付等） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、受給資格があると認めたときはひ

とり親家庭等受給資格者証（様式第２号。以下「受給資格者証」という。）を交付し、受給資格

がないと認めたときはひとり親家庭等医療費受給資格登録（更新）申請却下通知書（様式第３号）

によりその旨を通知するものとする。 

（受給資格者証の有効期間） 

第４条 条例第６条の規定による助成を受けることができる期間（以下「有効期間」という。）は、

第２条の規定による申請を市長が受理した日の属する月の翌月の初日（ただし、県内市町村の助

成対象者が転入し第２条の規定による申請を転入日から14日以内に提出した場合は、転入日の属

する月の翌月の初日）からその日以後最初に到来する11月30日までとする。ただし、有効期間の

満了前において助成対象者の要件を欠くに至った者については、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める日までとする。 

(１) 生活保護（医療扶助）を受給するに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の
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前日 

(２) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者

の要件を欠くに至った日の属する月の末日 

２ 次条第１項の規定による申請により受給資格者証の更新を受けた者に係る受給資格者証の有効

期間は、前項の規定にかかわらず、申請を市長が受理した年の12月１日から翌年11月30日までと

する。 

（受給資格者証の更新） 

第５条 助成対象者が、前条本文に規定する有効期間の満了後も引き続き助成を受けようとすると

きは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録（更新）申請書に必要な書類を添付し、有効期間の更

新の申請をしなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、毎年８月１日から８月31日までの間に行わなければならない。 

３ 第３条の規定は、第１項の申請があった場合について準用する。 

（再交付申請） 

第６条 助成対象者は、受給資格者証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、ひとり親

家庭等医療費受給資格者証再交付申請書（様式第４号）を市長に提出して、受給資格者証の再交

付を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、助成対象者が受給資格者証を破損し、又は汚損したことを原因とすると

きは、当該破損し、又は汚損した受給資格者証を市長に返還しなければならない。 

３ 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格者証を発見した

ときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。 

（助成の申請） 

第７条 条例第８条第３項の規定による申請は、１月を単位として、ひとり親家庭等医療費助成金

支給申請（請求）書（様式第５号。以下「助成金支給申請書」という。）に受給資格者証を添え

て行わなければならない。 

２ 前項の場合において、助成対象者は、保険医療機関等により助成金支給申請書の診療（調剤）

報酬証明欄への記載を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書を添付

することにより、当該記載に代えることができる。 

（助成金の支給） 

第８条 市長は、助成金支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった

日から起算して原則として２月以内に助成金を支給し、不適当と認められた者については、ひと
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り親家庭等医療費助成金却下通知書（様式第６号）によりその旨を申請者に通知する。 

（届出の義務） 

第９条 条例第11条第１項の規定に基づく変更の届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届（様

式第７号）に第２条各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。 

２ 条例第11条第２項の規定による受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資

格喪失届（様式第８号）により行わなければならない。 

３ 助成対象者は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。 

（助成金の返還） 

第10条 条例第10条の規定による返還の請求は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書（様式第

９号）により行うものとする。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に、改正前の条例に基づき受給資格を得た者は、平成25年11月30日までは、

この条例に基づく受給資格を得たものと見なす。ただし、途中で受給資格を失った者はこの限り

ではない。 

附 則（平成27年３月30日規則第15号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第38号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 


